
 

 ☆2025年秋年末要求を去る２４日に大学理事会に提出する☆ 組 

合 

だ 

よ 

り 
2025/10/28 

東京女子医大 

労働組合 

自
ら
の
要
求
実
現
と
医
療
改
善
の
た
め
に 

貴
方
も
労
働
組
合
へ
加
入
し
ま
し
ょ
う
！ 

労
働
組
合
は
、
去
る
24
日
に
今
期
の
秋
年
末

要
求
を
大
学
理
事
会
に
提
出
し
、
11
月
５
日
を

回
答
指
定
日
に
設
定
し
て
25
年
秋
年
末
闘
争

を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。 

 

改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
旧
理
事
会
が

10
年
近
く
に
亘
っ
て
教
職
員
の
賃
金
・
一
時
金

を
大
幅
に
切
り
下
げ
て
き
た
こ
と
が
、
現
在
の

医
師
・
看
護
師
不
足
、
ひ
い
て
は
患
者
減
を
引

き
起
こ
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
現
在
は
理
事
会
が
一
新
さ
れ
、
こ
の
間
賃

金
や
一
時
金
が
あ
る
程
度
改
善
さ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
ま
だ
ま
だ
私
立
医
大
と
の
格
差
は
歴
然

と
し
て
お
り
、
一
時
金
だ
け
を
見
て
も
年
間
水

準
で
一
ヶ
月
前
後
の
開
き
が
あ
り
ま
す
。 

改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
大
学
病
院
と

し
て
必
要
な
医
師
や
看
護
師
を
始
め
と
す
る
医

療
従
事
者
を
確
保
・
育
成
す
る
に
は
、
賃
金
・

労
働
条
件
を
他
大
学
並
み
の
水
準
に
す
る
の
は

当
然
で
す
。
そ
の
こ
と
が
女
子
医
大
の
医
療
水

準
の
引
き
上
げ
や
患
者
・
国
民
か
ら
の
信
頼
回

復
に
つ
な
が
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
大
学
理
事
会
は
、
財
政
状
況
だ
け
で
判
断

す
る
の
で
は
な
く
、
将
来
も
見
据
え
た
う
え
で
、

こ
れ
ま
で
引
き
下
げ
て
き
た
一
時
金
を
過
去
の

水
準
に
戻
す
よ
う
努
力
す
べ
き
で
す
。 

 

秋
年
末
要
求
（
主
な
も
の
を
抜
粋
） 

【
年
末
一
時
金
等
の
要
求
】 

●
一
時
金
は
三
・
五
ヶ
月
＋
一
律
13
万
円
を
要
求 

●
嘱
託
職
員
の
支
給
水
準
を
正
職
員
と
均
等
待
遇

に
。
臨
時
職
員
に
も
同
等
の
一
時
金
支
給
を 

●
年
末
年
始
特
別
出
勤
手
当
の
引
き
上
げ 

【
労
働
条
件
改
善
・
民
主
的
権
利
の
要
求
】 

●
全
職
場
の
欠
員
即
時
補
充
と
増
員
、
看
護
部
門

で
の
ゆ
と
り
あ
る
看
護
実
現
の
た
め
の
看
護
師

の
必
要
人
員
確
保
と
大
幅
増
員 

●
病
棟
看
護
師
の
長
時
間
夜
勤
軽
減
、
ロ
ン
グ
日

勤
解
消
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
の
撤
廃
、
労
働
組
合

と
の
夜
勤
協
定
の
締
結
等 

●
厚
労
省
６
局
長
通
達
の
活
用
を
図
る
こ
と 

●
医
師
・
看
護
師
の
定
着
化
の
た
め
の
施
策 

●
業
務
の
下
請
け
化
・
委
託
・
派
遣
等
の
縮
小 

●
年
休
の
完
全
保
障
と
休
暇
の
拡
大 

●
土
曜
休
診
を
伴
う
完
全
週
休
二
日
制
の
実
施 

●
職
場
の
労
働
基
準
法
違
反
の
一
掃 

●
嘱
託
職
員
・
臨
時
職
員
の
労
働
条
件
引
き
上
げ 

●
法
人
の
評
議
員
に
教
職
員
の
投
票
で
選
出
さ
れ

た
者
、
ま
た
は
労
働
者
代
表
を
加
え
る
こ
と 

●
看
護
職
・
事
務
職
の
昇
格
試
験
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
差
別
の
廃
止 

●法 

 

理事会は私立医大の中で最低水準の一時金を改善すべきです 
賃金・一時金の改善なしに医師・看護師等の必要人員確保・定着化は望めません！ 

病
棟
で
の
『
退
職
時
の
年
休
残
余
分
の
取
得

問
題
』
で
再
び
組
合
に
相
談
が
来
て
い
ま
す
。 

来
年
３
月
末
で
退
職
す
る
に
あ
た
っ
て
残
余

年
休
の
消
化
を
申
し
入
れ
た
と
こ
ろ
、
上
司
に

断
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

年
休
は
『
労
働
者
の
権
利
』
で
あ
り
、
使
用

者
（
経
営
者
）
に
は
『
定
め
ら
れ
た
日
数
を
本

人
が
希
望
す
る
日
に
与
え
る
』
義
務
が
あ
り
ま

す
。
確
か
に
使
用
者
に
は
「
時
季
変
更
権
」
が

与
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
時
季
が
変

更
で
き
る
だ
け
で
年
休
取
得
の
要
請
そ
の
も

の
は
拒
否
で
き
ま
せ
ん
。
一
方
、
退
職
時
の
年

休
残
余
分
の
取
得
に
は
「
時
季
変
更
権
」
は
通

用
せ
ず
、
使
用
者
に
は
「
退
職
時
ま
で
に
年
休

残
余
分
を
す
べ
て
与
え
る
」
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
現
に
他
職
種
の
職
場
で
は
退

職
時
の
残
余
年
休
消
化
は
ほ
ぼ
行
わ
れ
て
い

る
と
聞
き
ま
す
。
労
働
組
合
は
こ
れ
ま
で
も
何

度
か
改
善
を
求
め
て
き
ま
し
た
が
、
い
ま
だ
に

病
棟
を
中
心
に
「
法
違
反
」
の
状
況
が
放
置
さ

れ
て
い
ま
す
。
年
度
末
ま
で
４
ヶ
月
以
上
も
あ

る
現
在
、
大
学
当
局
や
看
護
部
は
、
こ
の
問
題

に
つ
い
て
早
急
に
改
善
に
向
け
た
手
立
て
を

図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

 
♠看護現場における『退職時の残余年休取得問題』は早急に改善すべきです！
♠ ★退職時の年休残余分は与えることが義務付けられています。どんな理由があれ拒否できません！★ 

大
学
理
事
会
の
姿
勢
を
変
え
さ
せ

る
た
め
に
は
、
労
働
組
合
を
強
く
大

き
く
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
！ 

http://www.zen-iro.or.jp/imgc/c30.gif

